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諮問第９８号 
 

「デジタル放送導入のための地上放送の置局に関する技術的条件」 
のうち 

「地上デジタル音声放送の置局に関する技術的条件」 
 
 
 
 
 
 
 
 
９０MHｚから１０８MHｚ、および１７０MHｚから２２２MHｚの周波数帯を使用する地上デジタル音声
放送の置局に関する技術的条件は以下のとおりとすることが適当である。 
 
１ 送信・伝播関係 
  
 （１） 所要の電界強度 

 放送区域内における所要電界強度は、１セグメント形式の場合には、毎メートル０．７１ミ

リボルト（５７ｄＢμＶ／ｍ）以上とする。 
 また、３セグメント形式の場合には、毎メートル１．２５ミリボルト（６２ｄＢμＶ／ｍ）以上と

する。 
 ただし、電界強度は地上高４ｍにおける値を示す。 

 
 （２） 電界強度の計算方法 

 放送区域の推定を計算によって行う場合には、現行の電界強度の計算方法（郵政省告

示第６４０号（昭和３５年８月９日））に従って計算する。 
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 （３） 混信保護 
 混信保護比については、以下のとおりとする。 

 
希望波 妨害波 周波数差 混信保護比 

同一チャンネル ５７ ｄＢ 

下隣接（妨害波が下側） １１ ｄＢ 

上隣接（妨害波が上側） １１ ｄＢ 

デジタル音声放送波

（１セグメント形式） 

イメージチャンネル －９ ｄＢ 

同一チャンネル ５２ ｄＢ 

下隣接（妨害波が下側） ６ ｄＢ 

上隣接（妨害波が上側） ６ ｄＢ 

アナログ 
テレビジョン放送波 

デジタル音声放送波

（３セグメント形式） 

イメージチャンネル －１４ ｄＢ 

同一チャンネル ２９ ｄＢ 

下隣接（妨害波が下側） －３６ ｄB 
デジタル音声放送波 
（１セグメント形式） 

上隣接（妨害波が上側） －３８ ｄB 

同一チャンネル ３４ ｄＢ 

下隣接（妨害波が下側） －３１ ｄB 
デジタル音声放送波 
（３セグメント形式） 

アナログ 
テレビジョン放送波

上隣接（妨害波が上側） －３３ ｄB 

同一チャンネル ２８ ｄＢ デジタル音声放送波

（１セグメント形式） 隣接 下図参照 

同一チャンネル ２３ ｄＢ 

デジタル音声放送波 
（１セグメント形式） デジタル音声放送波

（３セグメント形式） 隣接 下図参照 

同一チャンネル ３３ ｄＢ デジタル音声放送波

（１セグメント形式） 隣接 下図参照 

同一チャンネル ２８ ｄＢ 

デジタル音声放送波 
（３セグメント形式） デジタル音声放送波

（３セグメント形式） 隣接 下図参照 

注１：４MHｚ帯域を使用する場合であって、アナログテレビジョン放送波が希望波、デジタル
音声放送波が妨害波となる場合における同一チャンネル混信の混信保護比は１ｄＢ

減ずるものとする（１セグメント形式で５６ｄＢ、３セグメント形式で５１ｄＢとなる。）。 
注２：連結送信を行っている場合、その各セグメント相互間においては隣接の混信保護比

を考慮する必要はない。 
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地上デジタル音声信号同士の隣接混信保護比 
 
 

（注） ガードバンドは、下側セグメントの帯域上端のＣＰを除く値を示す。 
地上デジタル音声信号同士の隣接混信保護比は、１セグメント信号どうしの電力

比で表している。 
したがって、下図に示すように希望波がＭセグメント、干渉波がＮセグメントの場合

には、満たすべきDU比は、次式のようになる。 
 
Ｄ／Ｕ（ｄＢ）＝（地上デジタル音声信号同士の隣接混信保護比） 

             ＋１０×ＬＯＧ１０（Ｍ／Ｎ） 
 
 

妨害波
Ｎセグメント 

希望波 
Ｍセグメント 

周波数 

ガードバンド 

 
 
 
 
 
 

希望波と妨害波の配置図 
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 （４） ガードバンド 
 デジタル音声放送波を割り当てる際に、上側隣接チャンネルもしくは下側隣接チャンネ

ルに地上アナログテレビジョン放送波が存在する場合には、当該チャンネルの下端の５０

０ｋＨｚ、上端の１／１４ＭＨｚ（ただし地上デジタル音声放送波の上端に配置されるコンティ

ニュアルパイロット信号ＣＰを除く）の帯域には割り当てを行わないこととする。 
 
 

ガードバンド０．５ＭＨｚ以上 ガードバンド１／１４ＭＨｚ以上 
（上端のCPを除く） 

６ＭＨｚまたは４ＭＨｚ 

デジタル音声割当て可能帯域

 
 

 
 
 
 
 

デジタル音声の割り当て可能帯域 
 
 
 
２ 受信関係 

 混信検討を行う場合に使用するＶＨＦ帯アナログＴＶの受信空中線の特性は、ＩＴＵ－Ｒ

勧告４１９－３に規定されているとおりとする。 
 なお、地上デジタル音声放送用の受信空中線の特性は、この規定によらず無指向性ア

ンテナとし、交叉偏波識別度と指向性減衰量の合計値は０ｄＢとする。 
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